
2020 年 4 月27日 

原子力エネルギー協議会 

「プラント長期停止期間中における保全ガイドライン」の目的、位置づけ等について 

 本メモにおいて、ATENA ガイドの目的（第１項）、位置づけ（第２項）を整理するとともに、今回

の意見交換会において、技術的に意見交換したいポイントを整理する（第３項）。：【別紙１】 

1. ガイド作成の目的

ATENA は、各プラントにおける今後の安全な長期運転に向け、長期停止が大幅に長期化してい

る状況にも的確に対応していくため、「物理的な経年劣化」に関する取組として、長期停止期間

中の経年劣化を踏まえた特別な保全計画策定の基本的な考え方をガイドとして策定。 

2. ガイドの位置づけ・活用方法

（位置づけ） 

 ATENA ガイドは、長期停止期間中における原子力発電所の保全活動で活用されることを念頭

に策定。

 原子力発電所の保全担当者が、法令及び保安規定に基づき、長期停止期間中の機器・構造物

の「特別な保全計画」を検討するにあたり参考とできるように、保全活動の現場経験や長期

停止期間中の経年劣化事象に関する技術ベースと、それを踏まえた特別な保全計画作成の

基本的考え方を提供するガイドである。

（活用方法） 

 ガイドの作成にあたっては、長期停止期間中の劣化事象について、参考となる一般情報とし

て整理するとともに、これまでの長期停止期間中の運転経験（OE）等を、長期停止期間中に

発生する可能性がある事例として整理している。現場の保全担当者は、当該ガイドの知見も

参考に個々の発電所の使用環境を考慮して、特別な保全計画を検討する。

 ATENA ガイドの発刊後は、ガイドを発電所に展開し、また、各発電所の特別な保全計画のレ

ビューを各事業者に要求。

 ガイド発刊後においても、ATENA は、OE 情報を ATENA の WG において事業者間で共有するこ

とを促し、また、ニューシア情報に加え、CAP 情報のうち原子力安全への影響度が軽微なレ

ベルの不適合についても、長期停止時経年劣化管理に有益なものはガイドに反映すること

で、経年劣化事象に関する技術ベースの継続的な改善を図る。（なお、ニューシアに登録さ

れた他プラントのトラブル情報や不適合情報等については、これまでも保全計画の見直し

が必要な事項があれば適宜対応。）

資料２－１
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 なお、これまで、通常運転時の経年劣化事象については、高経年化技術評価の審査等を通し

て、規制当局と事業者間の双方で認識を共有してきた。一方、長期停止中の経年劣化事象（技

術ベース）については、今回改めて ATENA ガイドとして整理するものであり、この技術ベー

スを実務的なレベルで認識共有を図ることは初めてとなる。これらは、今後の特別な保全計

画の確認や原子力規制検査の実施において参照いただける情報になると考える。 

（参考：エンドース対象の学協会規格との違い） 

 各社の特別な保全計画そのものの妥当性は、定期事業者検査報告や新検査制度の中でご確

認いただくものであり、今回、ATENA ガイドのエンドースを求めているものではない（下記

参考を参照）。 

 学協会規格のエンドースは、2018 年 6 月 6 日原子力規制委員会文書「原子力規制委員会に

おける民間規格の活用について」によると、学協会規格は、性能規定化された規制要求に対

する容認可能な実施方法として予め評価しておくことが、審査の効率化に資し、学協会規格

を規則解釈又は審査基準等に引用する場合は、技術評価対象とするとされているものであ

り、学協会規格が規制要求の一部。

 一方、ATENA ガイドで定める特別な保全計画作成の基本的な考え方（現場の経験や経年劣化

事象に関する知見）は、NRA の法令やガイドの解釈に位置づけることを意図して作成したも

のではなく、ATENA ガイドのエンドースを求めるものではない。

（以下余白） 
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3. 会合を通じて認識共有を図りたい技術ベース：【資料２－２】

 ガイドでは、長期停止期間中の経年劣化事象について、使用環境に前提条件を置いた上

で参考となる一般情報として添付資料及び別添 A に整理。

 各事業者は、個別の使用環境を踏まえて特別な保全計画を検討するものであり、各事業

者の特別な保全計画そのものの妥当性については、定期事業者検査報告や新検査制度の

中でご確認いただくことを前提とし、今回の会合では、各事業者が共通的に活用する ATENA 

ガイドの技術ベースのうち、以下の情報についてご意見をいただき共通認識を図りたい。

① ：ガイドの作成に活用したインプット情報

 長期停止期間中の経年劣化事象に関連する運転経験（OE）や長期停止期間中の経年劣化

事象に関する知見。

② ：添付資料（事象ベース）

 インプット情報（①）を元に、長期停止期間中において想定される現場環境も考慮し、

参考となる一般情報として長期停止期間中の経年劣化事象をガイドの添付資料へ整理

した。

経年劣化事象を整理するにあたって、インプット情報の反映方法、それも踏まえて整

理した経年劣化事象の想定要否（〇・×）の分類について、ご意見をいただきたい。 

 長期停止期間中に想定される現場環境と経年劣化事象との関係や、過去の不具合事例を

踏まえた経年劣化事象に関する留意事項については、添付のような形での整理は初めて

認識共有する情報であり、今後の特別な保全計画の確認や原子力規制検査の実施の中で

参照いただける情報になると考える。

③ ：別添Ａ（機器・構造物ベース）

 別添 Aにおいては、プラントの長期運転にあたり重要な取替困難機器として、原子炉容

器、原子炉格納容器、コンクリート構造物を対象とし、機器と部位を特定し、添付資料

の知見を元に、その使用環境に前提条件をおいた上で、長期停止期間中の経年劣化の影

響と保全ポイントを整理している。

これらの具体的な機器・構造物ベースに展開した、長期停止期間中の経年劣化影響の

有無の分類、及び、分類の前提となる保全ポイントについて、ご意見をいただきたい。 

 別添 Aの対象機器・構造物は、運転期間延長認可においても特別点検の対象としている

機器・構造物であり、プラント長期運転のために重要な機器・構造物であるため、これ

らの機器に対する保全ポイントとその前提となる、経年劣化事象に関する知見等の共有

は、今後の特別な保全計画の確認や原子力規制検査の実施おいて参照いただける情報に

なると考える。

以 上 
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